
 

 

別紙２－② 

対象施設個票 

対象施設 

施 設 名 呉市スポーツ会館 

所 在 地 呉市二河町１番８号 

施設の概要 

供 用 開 始  昭和５９年３月 

施 設 概 要  宿泊施設，トレーニング室，アリーナ，食堂ほか 

敷 地 面 積  4,900㎡ 

施 設 目 的  
 スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）の精神に基づき，市民の

スポーツ及びレクリエーションの振興並びに健康の保持増進を図る。 

施 設 内 容  

宿泊室：洋室（定員８人）１０室，和室（定員６人）２室 

トレーニング室，アリーナ（３５ｍ×２２ｍ） 

食堂，談話室 

開 館 時 間  ９：００～２１：００ 

休 館 日 年末年始（１２月２９日～翌年１月３日） 

年間利用者数 
区 分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

個人利用者 55,046人 58,662人 58,137人 
 

使 用 料 
呉市体育振興財団のホームページで御確認ください。 

（ https://sports-kure.com/shisetsu/s-310/s-311 ） 

指定管理者  

■あり □なし 

【 団 体 名 】 公益財団法人呉市体育振興財団 

【代表者氏名】 理事長 槙岡 達真 

【団体所在地】 呉市二河町１番８号 

【指定管理期間】 令和２年４月～令和７年３月 
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別紙２－② 

対象施設個票 

希望契約額 

年額５０万円（税抜き） 

※上記金額以上で提案してください。 

希望契約期間 

原則として５年以上 

愛称の条件等 

市又は指定管理者が，呉市スポーツ会館において作成・運用している次のものは，利用

者の利便性への配慮から，愛称の表示変更は行わないことがあります。 

 １ 広報誌のタイトルや各種申請書など 

 ２ 各業務システム，事業における表示名称 

 ３ 上記のほか，市が運用上，表示変更が適当でないと認めるもの 

セールスポイント 

・周辺スポーツ施設として，呉市二河野球場，呉市二河多目的グラウンド，呉市営プール

等を配しており，スポーツ環境が整っています。 

・市の中央に位置しながら，アリーナ，合宿が可能な宿泊施設，トレーニング室を設置し

ており，スポーツ団体や市民に多数利用いただいており，健康増進に寄与しています。 

・車でクレアライン出口から約４００ｍで，駐車場は他の施設と共用ですが，約８０台完

備しています。 

 

 

 

 


